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研究レポート

SUMMARY
　近年、地方公共団体において公衆無線LANを整備する動きが広がっている。その多くは主

に訪日外国人に対する利便性向上を目的としており、東京オリンピックの開催を控えているこ

ともあって政府も、その取り組みを促進している。この、公共的な公衆無線LANは単にイン

ターネットへ接続する環境を提供するだけでなく、位置情報を活用した新たな情報発信や動画

による高品質なコンテンツの提供等、住民サービスの向上につながる可能性も秘めている。本

稿では、地方公共団体における公衆無線LANサービスの状況を概説するとともに、災害時の

情報発信や観光情報の配信等、公衆無線LANの具体的な利活用案を提示する。

1　訪日外国人の ICT 利用状況と国の動向

1-1　訪日外国人の公衆無線 LAN サービスに対するニーズ

　日本に来訪する訪日外国人の数は昨年末1,000万人を突破しており、2020年の東京オリンピックに向

け、国では訪日外国人数を2,000万人に増加させることを目標としている。訪日外国人を増加させるた

め、訪日外国人が利用する日本国内のICT環境を整備することは、ICTが日常生活に必要不可欠となっ

ている現代においては、必須な事項である。

　総務省の調査では、訪日外国人が日本で利用した通信サービスのうち「電子メールの送受信」、「ウェブサ

イト検索」は利用者が6割以上に達しており（図1）、来訪先でもインターネットを利用していることがわか

る結果となっている。また、それらの通信サービスを利用する際に使用した端末は「スマートフォン」が

最も多く、8割以上となっており（図2）、訪日外国人は来訪先にスマートフォンを持参する可能性が高い。

　このような訪日外国人の中で、日本訪問時利用したい（利用したかったものも含む）通信手段としては、

「日本で有料Wi-Fiを契約して利用」、「日本で無料Wi-Fiを利用」との回答は併せて6割以上であり（図

3）、通信手段として公衆無線LANサービスに対するニーズは強いことがわかる。

地方公共団体における無料の公衆無線 LAN サービスの動向と
今後の展望について

安達　裕一
＊

Yuuichi Adachi
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図 1　訪日外国人が日本に滞在中に利用した通信サービス

                                                               （注）複数回答可。
                                                               出所：総務省（2014a）をもとに作成

図 2　訪日外国人が日本の通信サービスを利用する際に使用した端末

                                                               （注）複数回答可。
                                                               出所：総務省（2014a）をもとに作成

図 3　訪日外国人における日本に滞在中利用した通信手段

                                                               （注）複数回答可。利用したかったものも含む。
                                                               出所：総務省（2014a）をもとに作成



右 /37（浅井）

36 InfoCom REVIEW Vol.64  （2014） 37InfoCom REVIEW Vol.64  （2014）

1-2　国の動向

　政府としても2020年の東京オリンピックに向け、訪日外国人誘客を成長戦略の一部であると捉えてお

り無料の公衆無線LANサービスが重要なツールであることを認識している。

　観光庁は本年6月に「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」の中で、公衆無線LAN環

境の促進を掲げており、総務省と観光庁が連携し、公衆無線LAN環境の整備促進のための体制づくりを

行うことを明記している（観光庁、2014）。

表 1　「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」における公衆無線 LAN 整備の方針

項目 概要

「2020 年オリン
ピック・パラリン
ピック」を見据えた
観光振興

〈無料公衆無線 LAN 環境の整備 ･ 多言語対応の徹底〉
・ 空港と都心を結ぶ路線をはじめ、鉄道やバスにおいて、列車内など移動中でも情報の円滑な収

集・発信ができるよう、駅外の観光施設等との接続の連続性を確保することに留意しつつ、外国
人旅行者が利用しやすい無料公衆無線 LAN 環境の整備を促進する。 

・ オリンピック・パラリンピック大会開催会場が集まる選手村の周辺８㎞程度の範囲において外国
人旅行者が利用しやすい無料公衆無線 LAN 環境の整備促進を徹底するとともに、「2020 年オ
リンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」と連携して、外国人旅行者が利用
する主要な施設において多言語対応の改善・強化を徹底する。

〈観光案内拠点・観光ガイドの充実〉
・ 観光協会や外国人観光案内所等との連携を図りながら、郵便局やコンビニエンスストア、道の駅、

アンテナショップにおける外国人旅行者への観光情報提供や多言語対応、無料公衆無線 LAN 環
境整備を促進する。また、地方においては、これらの施設における地域の名産品等の産直海外発
送を促進する。

世界に通用する魅力
ある観光地域づくり

〈観光地域づくりを担う主体への支援制度〉
・ 商店街から中心市街地まで広く地域経済の活性化を図るため、商店街まちづくり事業等を活用し

て決済環境や無料公衆無線 LAN 環境の整備等の支援や、免税店（輸出物品販売場）の拡大促進
を図る。

外国人旅行者の受入
環境整備

〈無料公衆無線 LAN 環境の整備促進など、外国人旅行者向け通信環境の改善〉
・総務省と観光庁が協力して、無料公衆無線 LAN 環境の整備促進のための体制づくりを行う。 
・ 上記の体制を活用して、①外国人旅行者の訪問地を念頭においた無料公衆無線 LAN 環境整備の

更なる促進、②エリアオーナーに対する無料公衆無線 LAN 環境の整備に係る働きかけと先進事
例の周知、③海外への周知・情報発信、④一度の登録で複数のシステムにサインインできるアプ
リの活用促進を含め、外国人旅行者により使いやすくするための認証手続の簡素化、⑤外国人旅
行者に分かりやすい共通シンボルマーク（『Japan. Free Wi-Fi』（仮）マーク）の導入による

「見える化」の推進等の取組を推進する。
・ 外国人旅行者に対して、英語案内板・無料公衆無線 LAN 環境を活用した多言語による道路情報

等の提供を図る。

　　　　　出所：観光庁（2014）をもとに作成
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2　地方公共団体における公衆無線 LAN サービスの現況

　ここまでは、訪日外国人観光客の日本国内におけるICT利用動向や公衆無線LANサービスへのニー

ズ、またそのようなニーズに対応する国の政策について概況をまとめたが、本節ではそのような環境にお

ける地方公共団体の公衆無線LANサービスに対する取り組みの状況を整理する。

2-1　地方公共団体における公衆無線 LAN サービスの提供状況

　総務省（2014b）によれば、平成26年6月時点において全国の市区町村1,240団体のうち、463団体が公

衆無線LANサービスを提供しており、2割強の市区町村が公衆無線LANサービスを提供している。個別

の地方公共団体名も公開されており、自治体の規模に関わらず、全国の地方公共団体が公衆無線LAN

サービスの提供を始めている。

図 4　地域別の公衆無線 LAN サービスを提供している地方公共団体数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）2014 年 6 月末時点の数値。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：総務省（2014b）をもとに作成

2-2　地方公共団体における公衆無線 LAN サービスの整備・運用方式

　地方公共団体における公衆無線LANサービスの整備・運用が400団体以上で実施されているが、整

備・運用の方式については団体ごとに違いがある。

　地方公共団体における、公衆無線LANサービスの整備・運用の方式は「地方公共団体自身が整備・運

用する方式」、「通信事業者等と連携し整備・運用する方式」、「FREE SPOT等の無料のサービスを通じ

て整備・運用する方式」の3つのパターンに大きく分類することができる。
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　下表は、その整備・運用方式についての概要と、それぞれの整備・運用方式におけるメリット・デメ

リットをまとめたものである。

表 2　地方公共団体における公衆無線 LAN サービスの整備・運用方式

（1） 地方公共団体自身が整備・運用する方式

　公衆無線 LAN サービスの提供に必要な設備を地方公共団体側で整備し、運用も行政が実施する方式。地方公共団体で提供
設備を整備するため、アクセスポイント（AP）の設置場所に制限がなく、固有の SSID（Service Set Identifier：サービス
セット識別子）による地方公共団体独自の公衆無線 LAN サービス名を表記できる等、自由度が高い。
　ただし、すべての設備を地方公共団体側で整備するため運用コストは高い。

（2） 通信事業者等と連携し整備・運用する方式

　民間事業者にてサービス化されている公衆無線 LAN サービスをそのまま活用する方式。民間事業者が提供している公衆無
線 LAN サービスを活用するため、新たに提供設備等を整備する必要がなくコストも低い。さらに、サービス開始後の運用に
ついても民間事業者に委託するため負担が少ない。
　ただし、民間事業者の既存サービスを利用するため、SSID 等による地方公共団体の公衆無線 LAN サービス名の表記やア
クセスポイントの設置場所等の自由度は低い。

（3） FREE SPOT 等の無料のサービスを通じて整備・運用する方式

　FREE SPOT 等の無料で誰でも利用可能な公衆無線 LAN サービスをそのまま活用して整備・運用する方式。基本的にはイ
ンターネットに接続するブロードバンド等の回線、公衆無線 LAN ルータの費用負担のみのため、コストは低い。
　ただし、SSID 等による地方公共団体の公衆無線 LAN サービス名の表記はできず、アクセスポイントの設置場所について
も、地方公共団体の施設でインターネットに接続できる環境に限られる。

2-3　地方公共団体の公衆無線 LAN サービスの整備・運用事例

　地方公共団体の公衆無線LANサービスについては「地方公共団体自身が整備・運用する方式」、「通信

事業者等と連携し整備・運用する方式」、「FREE SPOT等の無料のサービスを通じて整備・運用する方

式」のいずれかで整備・運用されている場合が多いと前項で概説したが、それぞれの整備・運用方式で代

表的な事例がある。以下にそれぞれの整備・運用方式における代表的な事例をまとめる。

（1） 地方公共団体自身が整備・運用する方式の事例
　地方公共団体自身が公衆無線LANサービスを整備・運用している代表的な事例については、福岡市と

京都市の事例がある。

　両団体とも来訪者、特に訪日外国人の利便性向上を目的として、アクセスポイントを公共施設及び民間

施設にも設置し、公衆無線LANを利用できる環境整備を推進している。また、両団体とも地方公共団体

が提供している公衆無線LANサービスであることがわかるように、SSIDとよばれるアクセスポイント

の識別子を「Fukuoka_City_Wi-Fi」、「KYOTO_WiFi01」のように独自のもので提供している。

　また、費用負担については、団体ごとで異なっており、福岡市については、市の予算で整備・運用を実

施しているが、京都市については、民間事業者の負担により整備・運用を実施している。
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表 3　地方公共団体自身が整備・運用する方式の代表的な事例

自治体 福岡市 京都市

AP数* 325カ所 156カ所

SSID 「Fukuoka_City_Wi-Fi」 「KYOTO_WiFi01」、「KYOTO_WiFi02」

経費負担 市の単独予算 事業者負担

　　　　　　　　 （注）*：福岡市は 2014 年 7 月時点、京都市は 2013 年 3 月時点の数値。

（2） 通信事業者等と連携し整備・運用する方式
　通信事業者のサービスを通じて公衆無線LANサービスを提供している地方公共団体の代表例としては、

横浜市と函館市の事例がある。

　横浜市については、訪日外国人のみを対象として無料の公衆無線LANサービスをNTT東日本と連携し

て提供している。アクセスポイントについては、観光施設を中心にNTT東日本が設置しているものを利

用している。ID及びパスワードが記載されたカードを観光案内所等で訪日外国人に配布しており、この

カードにしたがって無料のインターネットに接続することができる。

　函館市については、来訪する国内外の観光客を対象に公衆無線LANサービスをワイヤ・アンド・ワイ

ヤレスと連携して提供している。アクセスポイントについては、市電等の交通機関や観光施設に設置をし

ている。ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供するサービスに申し込みを実施することで一部の携帯通信事

業者と契約している利用者のみ無料でそれ以外の利用者については有料でインターネットに接続すること

ができる。　

　SSIDについては、両団体ともNTT東日本、ワイヤ・アンド・ワイヤレスのサービスに準じた「0000 

FRETS-PORTAL」や「Wi2premium」等で提供している。

表 4　通信事業者等と連携し整備・運用する方式の代表的な事例

自治体 横浜市 函館市

AP数* 536カ所 12施設、市電、空港連絡バス

SSID 「0000FRETS-PORTAL」 「Wi2premium」ほか

事業者 NTT東日本 ワイヤ・アンド・ワイヤレス

       （注）*：横浜市は 2013 年 6 月時点、函館市は 2012 年 3 月時点の数値。

（3） FREE SPOT等の無料のサービスを通じて整備・運用する方式
　FREE SPOTによる無料の公衆無線LANサービスを提供している地方公共団体としては、郡上市の事

例がある。

　主に観光客の利便性向上を目的として、市内で無料のインターネットサービスをFREE SPOTにより

提供している。

　アクセスポイントについては、主要な観光施設や市庁舎等の公共施設に全29カ所設置している。SSID

についてはFREE SPOTのサービスと同様であり、接続方法についてもFREE SPOTに準じている。



右 /41（浅井）

40 InfoCom REVIEW Vol.64  （2014） 41InfoCom REVIEW Vol.64  （2014）

　また、今後もFREE SPOTの設置場所を増やす方針である。

表 5　FREE SPOT 等の無料のサービスを通じて整備・運用する方式の代表的な事例

自治体 郡上市

AP数* 公共施設14カ所＋観光施設15カ所

SSID FREE SPOTのサービスに準じる

備考
FREE SPOT の設置場所を「郡上市フリースポット MAP」としてホーム
ページで公開しており、利用促進を図っている。

                                       （注）*：2014 年 7 月時点の数値。

3　地方公共団体における公衆無線 LAN サービスの利用率

　公衆無線LANサービスを提供するうえでの地方公共団体における課題については、いくつか考えられ

るが、本稿では利用率について考察する。先述したように、訪日外国人のみを対象とした利便性向上を目

的とするだけで運用上最低限必要な利用率は確保されるのかを検討し、その課題についてまとめるととも

に、全国の地方自治体において継続的な利用率を確保するために必要な対応策を取りまとめる。

3-1　継続的な利用率を確保するための課題

　地方公共団体の事業の場合、提供するサービスや施設等の利用率は重要な尺度となる。これは公衆無線

LANを整備するうえでも同様である。

　先述した、代表的な事例については訪日外国人や観光客等の利便性向上を目的とした整備・運用が多

い。このような目的で公衆無線LANを整備・運用する場合、年間を通して一定数の訪日外国人が来訪し

なければ利用率が低迷する可能性が高い。

　訪日外国人が年間を通して来訪すると想定される都市は、いくつかの団体に限られることが想定される。

　また、地方公共団体が公衆無線LANサービスを整備する場合、民間の通信事業者が整備しないであろ

う、学校や公民館、市の施設等を優先的に整備することが求められる。このような市の施設は、訪日外国

人による公衆無線LANの利用率が必ずしも高い場所ではないと思われる。

　このようなことから、多くの地方公共団体では公衆無線LANの整備が進んだとしても、利用率が低迷

し、使われない公共サービスとなる可能性がある。

　多くの地方公共団体が継続的な利用率を確保するためには、訪日外国人への利便性向上とともに、住民

や国内からの来訪者等、公衆無線LAN以外に通信手段を保持している人の利便性向上等を目的とした何

らかのサービスを公衆無線LANから提供する必要があるのではないだろうか。
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3-2　継続的な利用率を確保するための公衆無線 LAN に対する考え方

　公衆無線LANは電波法上の技術基準等を満たしており、かつ技適マーク（1）がついている機器を使用す

る場合は免許が不要という特徴がある。これは、免許が必要なLTE等の携帯電話回線との大きな違いで

もある。免許が不要ということは、誰でも自由にネットワークを構築し、使用できるということであり、

地方公共団体が公衆無線LANを整備・運用する場合も同様である。これは、多くの地方公共団体が整

備・運用した公衆無線LANの利用率を継続的に確保するためには有効な考え方であると思う。

　地方公共団体が公衆無線LANの自由に使えるネットワークであるという特徴を生かし、ICTによる住

民サービスのプラットフォームとして利活用することができれば、利用率は一定水準で保てるのではない

だろうか。

　具体的には、公衆無線LANを経由した地方公共団体による住民や来訪者への利活用サービスやコンテ

ンツ提供、また、公衆無線LANを地域の店舗や商店街、企業等へ開放することによる新たなビジネスモ

デルの構築等、利活用の方法は多様である。

　このような考え方で公衆無線LANの整備・運用を実施することができれば、訪日外国人のみではなく、

住民や国内からの来訪者等による利用につながるのではないだろうか。住民や国内からの来訪者等に整備

した公衆無線LANを継続的に利用してもらうことができれば、年間を通して一定量の訪日外国人を見込

めない地方公共団体においても、利用率の継続的な確保は見込めると考えられる。

3-3　地方公共団体による公衆無線 LAN サービスの利活用方法

　利用率の確保・向上に必要となる利活用サービスやコンテンツは具体的にどのようなものが考えられる

かを3つの観点からまとめる。

　　

（1） 防災対策
　東日本大震災の発災時、携帯電話回線等の通信回線は多くのインターネットアクセスにより逼迫し、通

信不能の状況に陥った。災害時のインターネットアクセスを確保するために強固な通信基盤は必要であ

り、公衆無線LANはその役割の一端を担うことができる。

　地方公共団体で指定されている避難所へのアクセスポイントの設置や、平常時に公衆無線LANサービ

スを提供している各種施設で災害時無料開放する方法等が考えられる。また、被害を最小限に抑えるた

め、公衆無線LANを経由し災害に関する情報を迅速に住民や来訪者に提供するサービス等も有効である

と思われる。

（2） 地域活性化・ビジネス活性化
　外出時にインターネットを活用して情報収集を行うことはモバイルデバイスの普及により、あたり前な

ものとなっており、公衆無線LANサービスの利用者へ観光情報等の行政情報を発信することは来訪者の

集客につながると想定される。また、店舗や商店街等が公衆無線LANを経由しクーポン等を配信するこ

とも可能であり、地域活性化やビジネスの活性化に有効であると思われる。
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（3） 住民サービス向上
　住民を対象とした利活用案としては、市内のどこにいてもスマートフォンやタブレット端末などによっ

て行政サービスを簡便に受けられるようなものが有効であると想定される。

　子育てに関する相談窓口の開設や子育て情報の動画配信、介護や医療等といった高齢者の生活をサポー

トするコンテンツの配信等の福祉サービスをはじめ、電子申請による届け出等をモバイルデバイスで利用

できる環境を提供することは有効であると思われる。

4　まとめ

　第1節で述べたように、訪日外国人による公衆無線LANサービスに対するニーズは確実に存在し、政

府、関連省庁についてもニーズに対応した各種取り組みを実施している。また、そのような国内事情にお

いて地方公共団体による公衆無線LANサービスの整備・運用については、全国的に始まっていることを

第2節で取りまとめた。

　今後も地方公共団体による、無料の公衆無線LANサービスの整備は広がっていくと思われるが、第3

節で述べたように多くの団体が訪日外国人に対する利便性向上のみを目的として、整備・運用を実施した

場合、利用率は低迷するのではないだろうか。

　整備した公衆無線LANをより多くの人に利用してもらうためには、住民や国内からの来訪者にたいし

て何らかのメリットを享受できるようなサービスやコンテンツを公衆無線LANを通じて提供することが

必要となる。

　本稿では公衆無線LANサービスを整備・運用した場合の課題として利用率を取り上げたが、地方公共

団体の公衆無線LANサービスにおける課題は利用率だけではない。整備・運用のコスト等、整備・運用

するうえでの課題は多いものと思われる。

　しかし、地方公共団体が公衆無線LANサービスを提供することについては、今後の電子行政を発展さ

せるために必要なものであるということは間違いない。

　今後も利用率の高い公衆無線LANを多くの地方公共団体で整備されることが望まれる。

（注）
（1） 技適マークとは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークのこと。

【参考文献】
［1］ 金沢市『KANAZAWA AIR￨金沢市公衆無線LAN』

 https://www.kanazawa-air.com/（2014年8月8日最終閲覧）

［2］ 観光庁（2014）「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」『報道・会見』

 http://www.mlit.go.jp/common/001046636.pdf （2014年8月8日最終閲覧）

［3］ 京都市（2012）「KYOTO_WiFi の実施について」『京都観光Navi』

 http://kanko.city.kyoto.lg.jp/wifi/img/wifi.pdf（2014年8月8日最終閲覧）

［4］ 京都市「KYOTO_WiFi」『京都観光Navi』
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 http://kanko.city.kyoto.lg.jp/wifi/（2014年8月8日最終閲覧）

［5］ 郡上市『郡上市フリースポット』

 http://www.gujo-tv.ne.jp/~freespot/（2014年8月26日最終閲覧）

［6］ 総務省（2014a）「平成25年度 国内と諸外国における公衆無線LANの提供状況及び訪日外国人旅行者のICTサービスに

関するニーズの調査研究 インターネットアンケート調査結果」『公衆無線LANの整備の促進』

 http://www.soumu.go.jp/main_content/000292482.pdf（2014年8月8日最終閲覧）

［7］ 総務省 （2014b）『地方自治体における公衆無線LAN整備について』

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/musenlan.html（2014年8月8日最終閲覧）

［8］ 函館市「まちなか便利マップ『Wi-Fiスポット』」『函館市公式観光情報』

 http://www.hakobura.jp/map/internet-map.html（2014年8月8日最終閲覧）

［9］ 福岡市『福岡市無料公衆無線LANサービス「Fukuoka City Wi-Fi」』

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/wi-fi/index.html（2014年8月8日最終閲覧）

［10］ 横浜市（2013）「『訪日外国人旅行者向けの無料Wi-Fi環境整備に関する協力覚書』を締結!!」『文化観光局』

 http://www.city.yokohama.lg.jp/bunka/outline/press/pdf/h24nttwifi.pdf （2014年8月8日最終閲覧）

＊ ㈱情報通信総合研究所　社会公共システム研究グループ　研究員
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出版物などのご案内

〔編者〕情報通信総合研究所
〔発行所〕NTT出版
〔定価〕本体 2,400円＋税　〔ISBN〕978-4-7571-0341-2

　本書は ICT 関連の最新注目データを厳選した
「データ集」です。2013 年を振り返り、「安心・安
全な社会の実現に向け、業界横断的M2Mの取組み
が始動」、「O2O の現状と今後の可能性」、「海外に
おける BYODの潮流と今後の方向性」など、重要
なトピックスに関するデータを取り上げ、研究員に
よる解説を掲載しております。新年度の事業計画策
定や、ICTビジネスの今後の展開予測などにぜひご
活用下さい。

［目次］
序　章：トピックス－ ICTの最新動向
第 1章：情報通信産業の全体像
第 2章：国内の情報通信
第 3章：多様化する個人向けサービス
第 4章：企業の ICT利活用
第 5章：海外の情報通信

〔編者〕情報通信総合研究所
〔発行所〕NTT出版
〔定価〕本体 2,200円＋税　〔ISBN〕978-4-7571-0340-5

　本書はビッグデータやクラウドソーシングなど、
今後社会にインパクトを与えうる最新の ICT 関連
技術・動向について特集し、様々な角度から考察し
ます。また、防災、教育、医療などの分野における
ICT 利活用動向や、M2Mや O2O がもたらす新た
なサービス、企業の戦略のあり方などについて展望
を見渡します。2014 年度 ICT 業界の羅針盤となる
1冊です。

［目次］
特　集：ICTの浸透がもたらす社会変革
第 1章：ICTを取り巻く社会のゆくえ
第 2章：新たなサービスのゆくえ
第 3章：端末／ネットワークのゆくえ
資　料：ネットワークの変遷
　　　　情報通信ビジネス　主な事業者の変遷
　　　　�情報通信ビジネス　主な情報通信ネット

ワークの変遷

■情報通信データブック2014
（2013 年 12 月発行）

■情報通信アウトルック2014
～ ICT の浸透が変える未来～  

（2013 年 12 月発行）

ご注文先 『情報通信アウトルック 2014』 NTT 出版（http://www.nttpub.co.jp/book/）
 『情報通信データブック 2014』 NTT 出版（http://www.nttpub.co.jp/book/）
� TEL��03-5434-1010　FAX��03-5434-9200
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ご注文先 『ネット選挙が変える政治と社会 ―日米韓に見る新たな「公共圏」の姿』　
 慶應義塾大学出版会（http://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766420678/)
� TEL��03-3451-3584　FAX��03-3451-3122
 『情報法入門【第 2 版】』　NTT 出版 (http://nttpub.co.jp/search/book/)
� TEL　03-5434-1010　FAX��03-5434-9200

〔編著者〕清原聖子（明治大学准教授）、前嶋和弘（文教大学准教授）
〔執筆者〕高選圭（韓国中央選挙管理委員会教授）、李洪千（慶
應義塾大学専任講師）、小林哲郎（国立情報学研究所准教授）、
清水憲人（情報通信総合研究所）
〔発行所〕慶應義塾大学出版会
〔定価〕本体 2,400 円＋税　〔ISBN〕978-4-7664-2067-8

　ネット選挙（＝ネットを使った選挙運動）の解禁によって、
日本には新たな「有権者主体の選挙運動」が生まれるのか？
あるいは、選挙はビッグデータに支配され、ネットは「政治
マーケティングの戦場」と化すのか？
　2013 年参院選を総括しつつ、政治献金・事前運動・戸別
訪問など、次への改革課題と民主主義の行方を論じた緊急鼎
談を収録。
　また、2012 年の米・韓大統領選挙から見えてきたネット
選挙の変貌過程とその功罪を紹介。日米韓比較の立場から、
ネット選挙時代の選挙と政治、そして社会のありかたをめぐ
る議論に一石を投じる 1冊である。

［目次］
　序　：「ネット選挙解禁」は何を生むのか
第 1章：ネット選挙解禁で何ができるようになるのか［清原聖子］
第 2章：進化するネット選挙戦略［清原聖子］
第 3章：「下からの起爆剤」か「上からのコントロール」か［前嶋和弘］�
第 4 章：ネット選挙が変える有権者の政治参加［高選圭］
第 5章：若者の政治参加と SNS選挙戦略の世代別効果［李洪千］
第 6章：マスメディアよりも「中立」な日本のネットニュース［小林哲郎］
第７章：ケータイの進化とSNSの普及が変えたコミュニケーションのあり方［清水憲人］
第８章：鼎談　2013年参院選に見るネット選挙運動の将来
　　　　� ［清原聖子・前嶋和弘・李洪千］

■ネット選挙が変える政治と社会
― 日米韓に見る新たな「公共圏」の姿 

（2013 年 9 月発行）

〔著者〕小向太郎（情報通信総合研究所）
〔発行所〕NTT出版
〔定価〕本体 2,800円＋税　〔ISBN〕978-4-7571-0306-1

　本書では、デジタルネットワークの進展によって
生じる法的問題について、問題の背景、法的位置付
け、問題解決の取組みの状況を解説します。
　基礎的な内容に加え、クラウド・コンピューティ
ング、通信と放送の融合、青少年有害情報といった
最新のトピックや問題までを対象とし、IT ビジネ
ス・情報技術と法律のかかわりについての理解を深
めることができる一冊です。

〔目次〕
第 1章：デジタル情報と法律
第 2章：情報化関連政策
第 3章：通信と放送
第 4章：情報に起因する法的責任
第 5章：ネットワークにおける媒介者責任
第 6章：個人情報保護

■情報法入門【第2版】
デジタル・ネットワークの法律  

（2011 年 3 月発行）
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■ InfoComニューズレター（無料 /随時更新）
　http://www.icr.co.jp/newsletter/
　国内外の情報通信産業の動向をコンパクトにまと
めたレポートをお届けするとともに、弊社の活動状
況をお知らせいたします。

［コンテンツ］
○ ICR�View…ICRのリーダーが議論の種を提起する
○風見鶏“オールド”リサーチャーの耳目
○ InfoCom�World�Trend�Report
○情報通信�ニュースの正鵠
○Global�Perspective
○ InfoCom�Law�Report
○ ICR 研究員の眼
○ ICTエコノミーの今

■ InfoCom Quick Updates（IQU）サービス
　https://iqu.icr.co.jp/
　「IQU（アイキューユー）」は、各業界の最新動向、
また海外の ICTに関する動向を記事メール、WEB
サイト上でお伝えする情報サービスです。
　無料トライアル（４週間）もご用意しております。
是非、お気軽にお申込みください。

［サービス構成］
○�国内（約 150 ソース）、海外（約 80 ソース）の最
新情報を約 280 のビジネステーマ毎に整理し、厳
選された記事を毎日メール（スマホ対応あり）で
お届けします。
○�キーワード検索で、見たい記事にすぐアクセスで
きる記事検索サービスもご利用いただけます。
○�弊社研究員による ICT 関連レポートもお読みい
ただけます。

［サービス利用料金］
・国内・海外セット：180,000 円（税抜）１ユーザ /１年間
・国内情報のみ����：150,000 円（税抜）１ユーザ /１年間
・海外情報のみ����：� 70,000 円（税抜）１ユーザ /１年間

★メンバーズレター★
　メンバーとしてご登録いただきますと毎月
「ニューズレターの新着情報」「調査レポート、講演
会」などのお知らせメールをお送り致します（無料
サービス）。

お問い合わせ先： 情報サービスビジネスグループ
（広報担当）

TEL 03-3663-7172   FAX 03-3663-7490
e-mail : nl@icr.co.jp

お問い合わせ先： 情報サービスビジネスグループ
（IQU 担当）

TEL 03-3663-7172   FAX 03-3663-7490
e-mail : iqu@icr.co.jp
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■ InfoCom T&S（Trends & Statistics）＊

＊ �2014 年 6 月号より内容を一部刷新し名称変更。旧 InfoCom モバイル
通信T&S

　世界のモバイル通信産業を中心として、様々な情
報通信分野における最新情報を継続的にご提供する
会員制情報サービスです。最新トレンドから詳細
データまでを月刊のWorld�Trend�Report と年２回
発行のWorld�Data�Book で体系化し、整理・分析
してお届け致します。
　日々ダイナミックに変化する市場動向を、より早
く、より正確に把握して頂くことが可能です。

［サービス構成］
○Aコース「InfoCom World Trend Report」
・月刊誌、年 12 回発行。A4版約 100 ページ。
・�世界のモバイル通信産業を中心に様々な情報通
信分野における注目のトピックス記事（「Service�
&�Trend」・「Data�&�Analysis」）や最新ニュー
スをお届けする短信（「World�News」）、その他
コラム等で構成される情報通信分野の専門誌。
・1契約で毎月 10 部をご提供。

○  Bコース「InfoCom World Data Book」
・年 2回（9月末、3月末）発行。約 700 ページ。
・�世界のモバイル分野の市場・技術トレンドに関
するトピックス毎の解説、世界主要国のモバイ
ル市場の最新概況、各国別加入者データ等を体
系的に見やすく纏めた世界のモバイル通信産業
に関する総合事典。
・1契約で半期毎に 3部をご提供。

［ご契約金額（1年間）］
Ａコース：50 万円（税抜）
Ｂコース：50 万円（税抜）
Ｐコース（A+B）：95 万円（税抜）

お問い合わせ先： グローバル研究グループ 
（T&S 担当）

TEL 03-3663-7152   FAX 03-3663-7460
e-mail : wireless@icr.co.jp

※ �http://www.icr.co.jp/wirelessにて最新号のサンプルを公開しております。
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